
送付により入札に参加する方へ

送付により入札に参加する場合は、入札書提出期限、提出方法

を確認願います。

入札心得第３条第２項（再掲・抜粋）

・・略・・入札書を郵便等により送付して入札しようとする者は、その封筒に「北海

道大気汚染測定局等電力供給契約入札書」と朱書きし、配達証明郵便又は民間事業者

による信書の送達に関する法律第２条第６項に規定する一般信書便事業者、同条第９

項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第３条第４号に規定する外国信書便事業

者の提供する同法第２条第２項に規定する信書便の役務のうち配達証明郵便に準ずる

ものとして知事が定めるもので提出しなければなりません。

○入札書の不着、不備、疑義等があった場合に照会するための連

絡先について、別紙「入札執行時緊急連絡先」用紙に記載の上、

令和５年(2023年)２月８日（水）までにＦＡＸしてください。

○再度入札については、開札日時に開札場所にいない限り、参加

することはできません。（入札告示１１（５））


